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高
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一
時
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援
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給
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一
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を
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十
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策
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援
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給
規
則
の
一
部
を
改
正 

 
 

 
 

 
 

す
る
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大
阪
府
医
療
機
関
食
材
料
費
高
騰
対
策
一
時
支
援
金
支
給
規
則
O
令
和
六
年
大
阪
府
規
則
第

一
号
S
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
@ 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
@ 

 
 

 

附 

則 

O
施
行
期
日
S 

１ 

こ
の
規
則
は
k
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
@ 

O
適
用
区
分
S 

２ 

改
正
後
の
大
阪
府
医
療
機
関
食
材
料
費
高
騰
対
策
一
時
支
援
金
支
給
規
則
第
三
条
の
規
定

は
k
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
支
給
の
申
請
に
係
る
一
時
支
援
金
の
額
に
つ
い

て
適
用
し
k
同
日
前
に
さ
れ
た
支
給
の
申
請
に
係
る
一
時
支
援
金
の
額
に
つ
い
て
は
k
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
@ 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

(

一
時
支
援
金
の
額)

 

第
三
条 

一
時
支
援
金
の
額
は
k
申
請
施
設
一
箇
所
に
つ

き
k
一
万
二
千
九
百
円
に
病
床
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
@ 

(

一
時
支
援
金
の
額)

 
第
三
条 

一
時
支
援
金
の
額
は
k
申
請
施
設
一
箇
所
に
つ

き
k
六
千
四
百
円
に
病
床
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

る
@ 

 
 


